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はじめに

国有林野事業は、一般会計の下での事業運営にあたって、公益重視の管理経営

の一層の推進及び我が国の森林・林業再生への貢献を旨として、民有林との連携

に積極的に取り組みつつ、これまで以上に計画的かつ効率的な実行に努めてまい

ります。

特に、今年度は、昨年12月に策定された新たな「国有林野の管理経営に関する

基本計画」において、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に位置づけられた

国産材の安定的・効率的な供給体制の構築への貢献や、森林吸収源対策への率先

した取組などが記載されたことを踏まえつつ、国有林の組織、技術力、資源を活

かして、造林・間伐等のコスト削減や路網整備、木材安定供給をはじめ地域の森

林・林業の課題解決のための取組について引き続き実績を積み重ねていくよう、

林野庁と一体となってその推進に努めてまいります。

これらを踏まえ、下記の３つの柱に沿って事業展開を図ることとしています。

Ⅰ 公益重視の管理経営の一層の推進

国土の保全、地球温暖化防止及び生物多様性の保全等公益的機能の維持増

進を旨として、森林整備事業や治山事業の計画的かつ効率的な実施、保護林

制度による原生的な森林生態系の保全・管理などを通じて、国有林を公益林

として適切に管理経営してまいります。

◇主な取組

・計画的な森林整備の推進

～主伐・再造林への取組～・・・・・・・・・・・・・・・・・【別紙１】

・治山事業の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【別紙２】

・ニホンジカ被害対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・【別紙３】

・生物多様性の保全に向けた取組・・・・・・・・・・・・・・・【別紙４】
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Ⅱ 森林・林業再生に向けた貢献

我が国の森林・林業の再生に向けて、国有林の組織、技術力、資源を活用

し、民有林と連携した施業の実施、森林・林業技術者等の育成、低コストで

効率的な作業システムの提案・検証や先駆的な技術・手法の事業レベルでの

試行、林産物の安定供給等を通じて、民有林の経営に対する支援等に積極的

に取り組みます。

◇主な取組

・民有林と国有林が連携した森林整備の推進・・・・・・・・・・【別紙５】

・国有林のフィールドを活用した人材育成の取組・・・・・・・・【別紙６】

・低コスト・高効率な間伐の推進・・・・・・・・・・・・・・・【別紙７】

・国有林材の安定供給システム販売

～間伐材の需要拡大に向けた取組～・・・・・・・・・・・・・【別紙８】

・治山事業・森林整備事業における間伐材等木材利用の推進・・・【別紙９】

・コンテナ苗の導入など造林の低コスト化に向けた取組・・・・・【別紙10】

Ⅲ 国民の森林としての管理経営、地域振興への寄与

国有林を活用したふれあいの場の提供、森林環境教育の取組を推進する

とともに、森林への理解を深めるための各種イベントの開催等に取り組み

ます。

◇主な取組

・木の文化を支える林産物の安定供給

～森林づくりから安定供給まで～・・・・・・・・・・・・・・【別紙11】

・森林への理解の醸成に向けた取組

～魚梁瀬の森林と森林鉄道遺産ツアー・四国山の日賞～・・・・【別紙12】

・小・中・高等と連携した森林環境教育・・・・・・・・・・・・【別紙13】
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ニホンジカ被害対策の推進

１ 趣旨
四国の東部・西南部を中心に、ニホンジカによる農林業・自然植生への被害が深刻化し

ています。
このため、四国森林管理局では、国有林内での捕獲による個体数調整とともに森林地域

で捕獲効率を向上させるための技術開発に取り組んでいます。
また、地域住民等と協働し、ニホンジカの動態調査、被害を受けた森林の再生、植生の

回復等に取り組んでいます。

２ 平成26年度の取組
(1) わなによる個体数調整

わな(囲いわな、箱わな、くくりわな)による捕獲については、設置箇所を拡大するとと
もに、これまで収集したデータを活用し、捕獲効率の向上、捕獲数の増大を目指します。

(2) 民国が連携した対策の推進
高知県や登山団体等10機関・団体と連携した三嶺での連携捕獲の実施、効果的な捕獲に

繋がる技術開発成果の共有等を目的とした検討会の開催、シカ対策に係る協定の締結等に
よる地域での協力体制の構築など、民国が連携した被害対策の推進に取り組みます。

(3) 天然林の植生回復
高知県と徳島県にまたがる四国山地緑の回廊(剣山地区)、及び四国西南部(黒尊山・滑

床山)において、被害跡地の再生対策に取り組みます。

担当：技術普及課 鶴山、山﨑 TEL：088-821-2121

森林技術・支援センター 池本 088-821-2250

三嶺での連携捕獲（予行演習）

「馬路村内国有林におけるシカ被害防止

対策推進協定」の締結

ボランティアとの協働による防護ネット柵の

設置(高知県香美市白髪山)

大豊町森林組合との現地検討会

（対象：四国４県） 【別紙３】
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生物多様性の保全に向けた取組

１ 趣旨
四国森林管理局では、野生動物の移動経路や生育・生息地を確保し、貴重な森林生態系

を維持して生物多様性を保全するため、平成15年３月に設定した「四国山地緑の回廊 （石」
鎚山地区・剣山地区：18千ha）を対象として、野生生物の移動実態等の把握を目的とした
モニタリング調査をＮＰＯ等の協力を得て継続的に実施しています。
これまでのモニタリング調査では、剣山地区において、四国では絶滅が危惧されている

ツキノワグマの生息状況を確認し、昨年度は親子グマを撮影をすることができました。
また、平成25年度には「渓畔保全プロジェクト林」を設定し、石鎚山地区のクマタカ営

巣地を中心に、上流から下流部までの連続的な森林を確保する、森林生態系ネットワーク
の形成に努めることとしています。

２ 平成26年度の取組
(1) 石鎚山地区及び剣山地区を対象に①ツキノワグマ等の生息状況を把握するため自動
撮影カメラやヘアートラップ等による哺乳類調査、②ラインセンサスによる鳥類調査
を行うこととしています。

(2) 三嶺地区のクマタカ営巣地周辺を「渓畔保全プロジェクト林」に設定することとし
ています。

平成２５年度モニタリング調査で確認されたツキノワグマ親子（左）クマタカ（右）

担当：計画課 池田
TEL ：088-821-2100

「渓畔保全プロジェクト林」位置図及び現地の状況（石鎚山地区）

（対象：徳島県、愛媛県、高知県） 【別紙４】
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